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衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
の
義
務
化
、
健
康
保
険
証
の
廃
止
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
の
義
務
化
、
健
康
保
険
証
の
廃
止
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
令
和
四
年
十
月
末
時
点
で
二
十
三

万
二
十
五
施
設
で
あ
り
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
運
用
開
始
施
設
数
」
は
、
同
年
十
二
月

十
一
日
時
点
で
八
万
七
千
五
百
四
十
二
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負

担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
書
面
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
に
関
す
る
費
用
の
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
等
を
除
き
、
保
険
医
療
機
関

及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
等
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
御
指
摘

の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
と
い
う
。
）
の
導
入
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
お
り
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
、
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
総
会
の
答
申
の
附
帯
意
見
に
お
い
て
は
、
「
令
和
四
年
末
頃
の
導
入

の
状
況
に
つ
い
て
点
検
を
行
い
、
地
域
医
療
に
支
障
を
生
じ
る
等
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
、
そ
の



 

２ 

 

期
限
も
含
め
、
検
討
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
意
見
に
沿
っ
て
、
御
指
摘
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入

が
期
限
に
間
に
合
わ
な
い
医
療
機
関
」
へ
の
対
応
等
を
含
め
、
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
「
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
」
の
無
償
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
複
数
の
シ
ス
テ
ム
開
発
事
業
者
等
に
対
し
て
導
入
に
係
る
費
用
の
事
前
調
査

を
行
っ
た
上
で
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
改
修
に
係
る
費
用
に
対
す
る
補
助
を
行
っ
て
お
り
、
令
和
四
年
八

月
に
は
当
該
補
助
の
拡
充
を
行
っ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
同
省
に
お
い
て
は
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
導
入
等
に
係
る
費
用
に
関
す
る
相
談
の
内
容
を
踏
ま

え
、
シ
ス
テ
ム
開
発
事
業
者
等
を
構
成
員
と
す
る
「
シ
ス
テ
ム
事
業
者
導
入
促
進
協
議
会
」
（
以
下
「
導
入
促
進
協
議
会
」

と
い
う
。
）
等
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
開
発
事
業
者
等
に
対
し
て
、
見
積
り
の
内
容
を
的
確
に
説
明
す
る
な
ど
、
保
険
医
療

機
関
等
と
十
分
な
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
等
を
要
請
し
て
お
り
、
今
後
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

一
般
論
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
等
は
、
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
等
に
違
反
す
る
疑
い
の
あ
る
事
実
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を
把
握
し
た
場
合
、
当
該
事
実
の
真
偽
、
違
法
性
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
す
る
保
険

医
療
機
関
等
に
対
し
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
三
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
指
導
等
を
行
う
と

と
も
に
、
当
該
事
実
の
内
容
等
に
よ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
得

る
。 

 
 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
し
な
い
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
保
険
医
療
機
関
等
の
指
定
を
取
り
消
す

の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
懇
切
丁
寧
な
指
導
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な

る
。 

一
の
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
場
合
に
該
当
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
契
約
し
た
シ
ス
テ
ム
開
発
事
業
者
等
に
確
認
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
と
な
る
が
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
も
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と

い
う
。
）
に
設
置
し
た
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
以
下
単
に
「
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
や
日
本
医
師
会
等
の
関
係
団
体

の
相
談
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
た
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
の
相
談
等
に
つ
い
て
、
導
入
促
進
協
議
会
等
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
開

発
事
業
者
等
に
対
し
て
、
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
改
善
を
図
る
よ
う
要
請
す
る
な
ど
、
今
後
も
必
要
な
対
応
を
行
っ



 

４ 

 

て
ま
い
り
た
い
。 

一
の
６
に
つ
い
て 

 
 

保
険
医
療
機
関
等
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
患
者
の
診
療
情
報
等
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、

通
常
時
に
お
い
て
は
、
当
該
患
者
に
つ
い
て
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
「
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
本
人
確
認
を

行
っ
た
上
で
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
災
害
時
に
お
い
て
は
、
同
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
支
払
基
金
及
び
国
民

健
康
保
険
中
央
会
（
以
下
「
支
払
基
金
等
」
と
い
う
。
）
が
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
災
害
救
助
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
、
同
シ
ス
テ
ム
の
「
緊
急
時

医
療
情
報
・
資
格
確
認
機
能
（
災
害
時
医
療
情
報
閲
覧
）
」
を
利
用
で
き
る
状
態
に
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
患
者
か
ら
口
頭
で
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
カ
ー
ド
を
用
い
た
本
人
確
認
を
不
要
と
す
る
仕
組
み
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
機
能
の
適
用
は
支
払
基
金
等
が
行
っ
て
お
り
、
個
々
の
保
険
医
療
機
関
等
の
判
断
で
行
わ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
機
能
を
利
用
し
た
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
は
同
シ
ス
テ
ム
上
に
記
録
が
残
る
仕
組
み

と
な
っ
て
お
り
、
同
法
の
適
用
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
等
以
外
の
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
当
該
機
能

が
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
シ
ス
テ
ム
障
害
」
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
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「
シ
ス
テ
ム
障
害
時
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

一
の
７
に
つ
い
て 

 
 

何
ら
か
の
症
状
や
障
害
等
に
よ
り
、
意
思
決
定
や
意
思
表
示
に
困
難
を
抱
え
る
方
々
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
医
療
、

介
護
、
福
祉
等
の
現
場
に
お
い
て
、
家
族
、
成
年
後
見
人
、
医
療
従
事
者
、
介
護
従
事
者
等
の
適
切
な
情
報
提
供
の
下
、
症

状
や
障
害
等
の
態
様
等
に
応
じ
て
個
別
具
体
的
に
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
た
診
療
情
報
等
の
閲
覧
の
同
意
に
お
い
て
も
、
同
様
に
確
認
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て 

 
 

カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
（
以
下
「
一
体
化
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
患
者
は
本
人
の
健
康
や
医
療
に
関
す

る
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
よ
り
適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
政
府
を
挙
げ

て
カ
ー
ド
の
普
及
や
利
便
性
の
向
上
に
取
り
組
む
中
、
こ
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
早
期
に
広
く
享
受
さ
れ
る
よ
う
、
令
和
六

年
秋
に
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
、
こ
れ
以
降
、
健
康
保
険
証
を
新
規
に
交
付
し
な
い
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
、
カ
ー
ド
は
申
請
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
体
化
に
際
し
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て
も
こ
の
点
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

既
に
交
付
さ
れ
て
い
る
健
康
保
険
証
の
取
扱
い
を
含
め
、
一
体
化
に
関
し
、
更
に
細
部
に
わ
た
っ
て
対
応
を
充
実
さ
せ
る

た
め
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
広
く
国
民
の
声
を
踏
ま
え
た
丁
寧
な
検
討
を
行
い
、
令
和
六
年
秋
に
向
け
て
円
滑
に
移
行
で
き
る

よ
う
環
境
整
備
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
３
に
つ
い
て 

 
 

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
に
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
郵
送
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
後
に
住
所
地
の
市
町
村
の
窓
口
等
に
出
向
い
て
交
付
を
受
け
る

方
法
や
住
所
地
の
市
町
村
の
窓
口
等
に
出
向
い
て
当
該
市
町
村
を
経
由
し
て
機
構
に
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
後
に
郵
送
に

よ
り
交
付
を
受
け
る
方
法
等
に
よ
り
、
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

ま
た
、
カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
医
療
機
関
等
の
窓
口
に
設
置
す
る
「
顔
認
証
付

き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
」
、
株
式
会
社
セ
ブ
ン
銀
行
の
現
金
自
動
預
払
機
又
は
カ
ー
ド
か
ら
情
報
を
読
み
取
る
機
能
を
備
え
た

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を
用
い
て
、
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
た
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め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
へ
の
登
録
が
必
要
で
あ
る
。 

二
の
４
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
必
要
と
な
る
手
続
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
保
険
者
が
変

わ
っ
た
場
合
」
に
お
い
て
、
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
に
当
た
り
、
新
た
に
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
な
ど
の

特
段
の
手
続
は
必
要
な
い
。 

二
の
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
を
開
始
し
た
」
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場
合
に
再
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
は
直
ち
に
住
所
地
の
市
町
村
長
に
紛
失
の
届
出
を
行
っ
た
上
で
、
主
に
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
郵

送
に
よ
り
機
構
に
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
後
に
住
所
地
の
市
町
村
の
窓
口
等
に
出
向
い
て
交
付
を
受
け
る
方
法
や
住
所

地
の
市
町
村
の
窓
口
等
に
出
向
い
て
当
該
市
町
村
を
経
由
し
て
機
構
に
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
後
に
郵
送
に
よ
り
交
付

を
受
け
る
方
法
等
に
よ
り
、
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
再
発
行
に
要
す
る
日
数
」
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
お
い
て
、
再
交
付
申
請
書
の
内
容
の
審
査
、
カ
ー
ド
の
発

行
及
び
住
所
地
の
市
町
村
へ
の
発
送
を
行
う
た
め
、
最
大
二
週
間
程
度
の
期
間
を
要
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
後
、
住
所
地



 

８ 

 

の
市
町
村
に
お
い
て
、
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
カ
ー
ド
の
交
付
準
備
等
を
行
う
た
め
の
期
間
も
要
す
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、

市
町
村
に
よ
り
状
況
は
異
な
る
が
、
機
構
が
再
交
付
申
請
書
を
受
理
し
て
か
ら
再
交
付
を
求
め
た
者
に
交
付
通
知
書
が
送
付

さ
れ
る
ま
で
、
一
般
的
に
、
一
か
月
程
度
の
期
間
を
要
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
今
後
、
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場

合
等
に
お
け
る
「
再
発
行
に
要
す
る
日
数
」
の
短
縮
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
一
体
化
の
後
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
手
元
に
カ
ー
ド
が
な
い
方
が
必
要
な
保
険
診
療
等
を
受
け
る
際
の
手
続
に

は
様
々
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
へ
の
対
応
を
含
め
、
一
体
化
に
関
し
、
更
に
細
部
に
わ
た
っ
て

対
応
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
検
討
会
に
お
い
て
、
広
く
国
民
の
声
を
踏
ま
え
た
丁
寧
な
検
討
を
行
い
、

令
和
六
年
秋
に
向
け
て
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
環
境
整
備
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
の
６
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
医
療
機
関
を
受
診
す
る
に
当
た
り
本
人
確
認
の
顔
認
証
が
で
き
ず
暗
証
番
号
も
忘
れ
た
場
合
」
に
は
、
保
険

医
療
機
関
等
は
、
患
者
に
つ
い
て
目
視
に
よ
る
本
人
確
認
を
行
っ
た
後
、
当
該
患
者
が
「
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
」

に
カ
ー
ド
を
置
い
た
上
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
よ
る
資
格
の
確
認
を
行
い
、
正
確
な
資
格
情
報
に
基
づ
き
確
認
し
た

自
己
負
担
割
合
に
よ
る
一
部
負
担
金
の
支
払
い
を
当
該
患
者
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。 



 

９ 

 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
等
に
不
具
合
」
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
保

険
医
療
機
関
等
は
、
ま
ず
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
し
、
支
払
基
金
等
が
適
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム

の
「
緊
急
時
医
療
情
報
・
資
格
確
認
機
能
（
資
格
情
報
照
会
（
シ
ス
テ
ム
障
害
時
）
）
」
を
利
用
し
て
患
者
の
氏
名
等
の
情

報
を
基
に
検
索
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
の
確
認
を
行
い
、
正
確
な
資
格
情
報
に
基
づ
き
確
認
し
た
自
己
負
担
割
合
に
よ
る
一

部
負
担
金
の
支
払
い
を
当
該
患
者
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
上
で
、
大
規
模
災
害
等
に
よ
り
当
該
機
能
を
利
用
で
き
な

い
場
合
に
は
、
保
険
医
療
機
関
等
は
、
カ
ー
ド
を
持
参
し
た
患
者
に
対
し
て
、
療
養
等
に
要
し
た
費
用
に
生
年
月
日
等
の
情

報
に
基
づ
き
設
定
し
た
自
己
負
担
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
支
払
い
を
求
め
、
事
後
に
正
確
な
資
格
情
報
の
確
認
が
で
き
た

段
階
で
訂
正
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
所
要
の
手
続
を
行
う
と
い
っ
た
対
応
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
「
暗
証

番
号
の
誤
入
力
」
に
よ
っ
て
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
が
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
場
合
」
に
お
け
る
「
ロ
ッ
ク
解
除
」
に
つ

い
て
は
、
住
所
地
の
市
町
村
の
窓
口
に
お
い
て
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便

局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
住
所
地
の
市
町
村
が
指

定
し
た
郵
便
局
の
窓
口
に
お
い
て
も
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 



 

１０ 

 

二
の
７
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
、

医
師
等
に
よ
る
診
療
に
係
る
情
報
を
含
む
要
配
慮
個
人
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
健
康
保
険
証

が
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
医
療
機
関
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
患
者
の
診
療
情
報
等
を
閲
覧
す
る
場

合
に
は
当
該
患
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。 

二
の
８
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
御
指
摘
の
「
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
お
け
る
情
報
の
取
扱
い
を
含
め
、

当
該
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
運
用
に
関
す
る
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。 


